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病院の名称変更について

新病院名 しずおか整形外科病院

（旧）病院名 静岡リウマチ整形外科リハビリ病院

開設許可年月日 平成 16 年 12 月 24 日

病床数

【療養病床（回復期）】 60 床

【一般病床（急性期）】 28 床

変更日 令和 ６年 ５月 １日

名称変更の理由

環境の変化に伴い、リウマチ科の診療を 2021 年９月に終了し

た。現在、整形外科、スポーツ整形、再生医療を中心とした病

院として運営をしており、実態に合わせて病院名を変更した。

資料２
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静岡県保健医療計画に記載する医療機関（薬局）の変更について

１ 薬局の指定要件

２ 追加 19 機関（葵区８、駿河区６、清水区５）

【葵区：８機関】

薬

局

がん在宅

緩和ケア

医療用麻薬の提供が可能

在宅訪問の対応が可能

休日・時間外の対応が可能

医療機関名 所在地

くすり自然堂薬局 県立総合病院前店 葵区北安東４丁目２５－３４

そうごう薬局 北安東店 葵区北安東３丁目２０－１８

竜生堂薬局 城北店 葵区城北２５－２

まごころ調剤薬局 葵区北安東４丁目２２－５

ウエルシア薬局 静岡田町店 葵区田町４－８－４

ウエルシア薬局 静岡若松町店 葵区若松町１２－１

ひばり城北薬局 葵区大岩４－２５－４０

ウエルシア薬局 静岡駅アスティ店 葵区黒金町４６－１

資料３
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【駿河区：６機関】

【清水区：５機関】

３ 継続 141 機関（葵区 62、駿河区 38、清水区 41）

【葵区：62 機関】

医療機関名 所在地

クラフト薬局小鹿店 駿河区曲金４－１３－８

そうごう薬局下島店 駿河区下島３１９－４

もみの木薬局 中田店 駿河区中田２－７－１

ウエルシア薬局 静岡用宗店 駿河区用宗１丁目３３－１

アイン薬局 中田本町店 駿河区中田本町４９－８

Ｖ・ｄｒｕｇ 駿河下川原薬局 駿河区下川原５－１－８

医療機関名 所在地

イオン薬局 清水店 清水区上原１－６－１６

タキグチ薬局 清水区村松２０４７番地の３

ウエルシア薬局清水駅店 清水区真砂町１－１

ウエルシア薬局清水西久保店 清水区西久保４４１－８

しろくま薬局北街道店 清水区押切１４５６

医療機関名 所在地

あおい薬局 葵区田町２丁目３－３

あおば薬局呉服町店 葵区呉服町１丁目５－２ 法月ビル１Ｆ
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医療機関名 所在地

あおば薬局水道町店 葵区水道町２７番１

あおば薬局中央店 葵区呉服町１－１－１４ 圭田ビル１Ｆ

石川薬局沓谷店 葵区沓谷５丁目１２番１１号

さくらんぼ薬局 葵区足久保口組１２７－５

鈴長薬局 葵区安西五丁目１８番地

鈴長薬局一番町店 葵区一番町１１－１

鈴長薬局水落店 葵区水落町１３－１６

すずらん薬局 葵区瀬名川１丁目２２－３

ひばり西草深薬局 葵区西草深町１６－４

フラワー薬局新伝馬店 葵区新伝馬１－１１－２２

ふれあい薬局 葵区唐瀬１－３－１５

ふれあい薬局本通店 葵区本通西町３８番１号

ほりい薬局 葵区南瀬名町２７ー７

薬局メディスン籠上店 葵区籠上２８－２９

薬局メディスン静岡本店 葵区北安東４丁目２５－１

有限会社石川薬局 葵区七間町３－５

有限会社やまうち薬局相生町店 葵区相生町８－７

すずらん薬局 沓谷店 葵区沓谷５丁目７－２ サンハイツ沓谷１０１号

たんぽぽ薬局静岡日赤前店 葵区追手町７番１６号
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医療機関名 所在地

わかくさ薬局唐瀬店 葵区城北９３－１

すずらん薬局瀬名中央店 葵区瀬名川１丁目２９－３４

みつば薬局 葵区西草深町３１－１５

とまと薬局 はとりパーク店 葵区山崎一丁目２６－５

フレンド薬局 葵区安倍口新田２５７番地の７

あおば薬局 紺屋町店
葵区紺屋町４－１４ ガーデンスクエア第９ビル１

階

日本調剤追手町薬局 葵区呉服町１丁目２０番呉服町タワー１Ｆ

あい薬局 瀬名店 葵区瀬名川１丁目２７－４１

ウエルシア薬局 静岡柳町店 葵区柳町４２－２

ウエルシア薬局 静岡あさはた店 葵区北５－３１－５

ウエルシア薬局 新静岡セノバ店 葵区鷹匠１丁目１－１

ウエルシア薬局 静岡昭府店 葵区昭府１丁目２番３７号

ウエルシア薬局 静岡葵の森店 葵区柳町１９３－１

ウエルシア薬局 静岡上足洗店 葵区上足洗３丁目１３－３０

ウエルシア薬局 静岡北安東店 葵区北安東３丁目３－３

ウエルシア薬局 静岡羽鳥店 葵区羽鳥２丁目２１－２０

ウエルシア薬局 静岡川合店 葵区川合１丁目１０－１０

すずらん薬局大岩店 葵区大岩本町２５－１１

古庄からきや薬局 ヘルシーパーク 葵区古庄三丁目２番５８号
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医療機関名 所在地

日本調剤静岡薬局 葵区追手町１０－１１０ 新中町ビル１階１１５

鈴長薬局中町店 葵区追手町１０－１１４

やまぶん薬局 葵区昭府二丁目１７番２号ハイレジデンスＭ１０５

ウエルシア薬局 静岡安東店 葵区安東３－１５－１０

ふるしょう薬局 葵区古庄５丁目３－２１

杏林堂薬局静岡松富店 葵区松富２－１－６２

このみ薬局静岡店 葵区竜南１－５－４１

たまち薬局 葵区田町５－９０－１１

ウエルシア薬局静岡瀬名店 葵区瀬名１－１０－１９

アイリス薬局 北安東店 葵区北安東４－５－３４

ファーマライズ薬局 柚木店 葵区柚木９０－９

アイン薬局 長谷通店 葵区安東１丁目２１－１２

とうかい薬局 二号店 葵区上足洗４－１－５

オアシス薬局 葵区瀬名中央３－２８－１８

アケボノ薬局 葵区北番町９５

はやい薬局 葵区籠上１２－５６

あい・ハート薬局城北店 葵区城北１－１

すずらん薬局ときわ店 葵区常磐町３－６－１５

フラワー薬局北安東店 葵区北安東２－２９－３
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【駿河区：38 機関】

医療機関名 所在地

エムハート薬局大岩店 葵区大岩町４－１４

日本調剤静岡県総薬局 葵区北安東４－２７－１

音羽薬局 静葵区音羽町７－１１

医療機関名 所在地

あおぞら薬局 駿河区馬渕２丁目１０番２２号

アリス高松薬局 駿河区高松２丁目５－１４ プレジール高松１０６

石川薬局小鹿店 駿河区小鹿３８４番地

石川薬局ゼフィルス 駿河区小鹿１丁目４番２１号

石川薬局曲金店 駿河区曲金５丁目４－６２

しずおかクローバー薬局 駿河区曲金３－５－７

鈴長薬局みずほ店 駿河区みずほ四丁目１０－３

すずらん薬局中吉田店 駿河区中吉田２９番１３号

たんぽぽ薬局小鹿店 駿河区曲金５丁目４－５２

フラワー薬局池田店 駿河区池田６５０－１

フラワー薬局中田店 駿河区中田本町６－４

薬局メディスン長田店 駿河区丸子１丁目５－１

薬局メディスン高松店 駿河区宮竹１丁目４番５号

薬局メディスン中田店 駿河区中田２－３－２０
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医療機関名 所在地

わかくさ薬局長田店 駿河区丸子新田５３６－２

すずらん薬局 曲金店 駿河区曲金七丁目９－３６

つばさ薬局登呂店 駿河区登呂２丁目１０－８

あいらんど調剤薬局 新川店 駿河区新川１－１４－２１

わかくさ薬局東静岡店 駿河区曲金６－１０－１４

あおば薬局登呂店 駿河区登呂５丁目１１－８

ウエルシア薬局 静岡みずほ店 駿河区みずほ２－１５－１

ウエルシア薬局 静岡西脇店 駿河区西脇３０－１

ウエルシア薬局 静岡高松店 駿河区宮竹１丁目５－３５

ウエルシア薬局 静岡エスパティオ店
駿河区南町１４－２５ エスパティオ１階１０１－

Ｂ号室

ウエルシア薬局静岡中吉田店 駿河区中吉田２１－１４

ウエルシア薬局 静岡中原店 駿河区中原１３１－３

ウエルシア薬局 静岡池田店 駿河区池田６１５－５

ウエルシア薬局 静岡中田店 駿河区中田２丁目１０－３

アイン薬局 静岡店 駿河区曲金４－１３－１７

ふれあい薬局 西脇店 駿河区西脇３８－１

このみ薬局駿河店 駿河区八幡１－２－２０

Ｖ・ｄｒｕｇ 駿河敷地薬局 駿河区敷地１－２５－８

アイン薬局 丸子店 駿河区丸子二丁目２－１２
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【清水区：41 機関】

医療機関名 所在地

ひかり薬局 駿河区東新田４－１０－２５

ウエルシア薬局静岡下川原店 駿河区下川原南８－１５

すずらん薬局東新田店
駿河区東新田２－１６－３０サンコーポ池ヶ谷１０

３

しずはな薬局 駿河区東新田４－１８－１

エムハート薬局見瀬店 駿河区見瀬２１８

医療機関名 所在地

庵原薬局 清水区原５６－６

ＭＤ下野薬局 清水区下野西７－４

グリーン薬局 清水区草薙１４０－２

さかえ薬局 清水区江尻東１丁目１番１号

清水市民薬局 清水区宮加三７７３－２

デイジー薬局 清水区有東坂５－４４

東海道薬局 清水区興津清見寺町１４３－１８

日本調剤桜ヶ丘薬局 清水区桜が丘町１４番１号

日本調剤殿沢薬局 清水区殿沢１－１－１

みなと薬局 清水区村松原１－２－１

みなと薬局木の下町店 清水区木の下町９３

有限会社ヤマギワ薬局矢部店 清水区中矢部町３－１１
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医療機関名 所在地

清水調剤薬局 桜ヶ丘店 清水区桜が丘町８－３

宮城薬局 清水区辻２丁目５－１２

朝陽薬局 清水区梅田町１０－１９

ＭＤちとせ薬局 清水区千歳町２番３５号

すずらん薬局由比店 清水区由比７５０

敬順堂薬局 清水区上清水町２番１３号

ウエルシア薬局 清水天王店 清水区天王東６－１６

ウエルシア薬局 清水北矢部店 清水区北矢部町１－１４－２０

ウエルシア薬局 清水高部店 清水区押切２９２

ウエルシア薬局 清水興津店 清水区興津中町１３９４－１

ウエルシア薬局 清水庵原店 清水区庵原町１４６－５

ウエルシア薬局 清水村松店 清水区村松１－４－１

ウエルシア薬局清水有東坂店 清水区有東坂１－２４８－１

ウエルシア薬局 清水北脇店 清水区北脇２６１－２

ウエルシア薬局 清水下清水店 清水区下清水町５－３０

ウエルシア薬局 清水小島店 清水区小島本町７

ウエルシア薬局 清水折戸店 清水区折戸４－２－３５

木の下町薬局 清水区木の下町１８９

あい・ハート薬局 渋川店 清水区渋川３－１０－１０
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４ 削除 23 機関（葵区６、駿河区９、清水区８）

【葵区：６機関】

医療機関名 所在地

ウエルシア薬局 清水駒越店 清水区駒越西１－２－７０

うさぎ薬局 草薙店 清水区草薙一丁目３－１５－１０１

石川薬局北脇店 清水区北脇５８０－５２

おおつぼ薬局 清水区大坪２－５－２ コン・ブリオＢ

南矢部薬局 清水区南矢部５２０－４

大坪２丁目薬局 清水区大坪２－７－１

薬局みかんの花 清水区鶴舞町６－４

エムハート薬局いりえおか店 清水区入江岡町３－２

エムハート薬局しみず東店 清水区高橋南町９－１７

マハロ薬局 清水区木の下町４４－３

医療機関名 所在地

杏林堂薬局瀬名川店 葵区瀬名川２－２９－３５

トマス薬局 葵区羽鳥六丁目１－５４

プラス調剤薬局 葵区瀬名三丁目３８番５号

杏林堂薬局静岡鷹匠店 葵区鷹匠２－１６－１４

杏林堂薬局 静岡山崎店 葵区山崎１－２７－３

杏林堂薬局 静岡千代田店 葵区千代田６－２９－２３
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【駿河区：９機関】

【清水区：８機関】

医療機関名 所在地

あい薬局手越店 駿河区手越原１－１

アリス薬局 駿河区敷地一丁目２７－８

辻本薬局曲金店 駿河区曲金４丁目９の１４

有限会社ひじり薬局 駿河区聖一色４１４－１

薬局メディスン 中田みなみ店 駿河区中田３丁目１－３８－２

ユーアイ薬局 駿河区池田２７４－３

杏林堂薬局 静岡大坪店 駿河区大坪町１３－５

中川薬局 小鹿店 駿河区曲金４－９－１２

すみれ薬局 駿河区登呂３－２８－１７

医療機関名 所在地

天神みつる薬局 清水区天神１－１１－６

みとみどう薬局 清水区春日１丁目７－６

杏林堂薬局 清水三保店 清水区三保１１１－２

ウエルシア薬局 清水横砂店 清水区横砂本町１８－２８

アイセイ薬局清水巴店 清水区巴町１３－１１

ウエルシア薬局 清水長崎店 清水区長崎３８２番地

アイセイ薬局清水富士見店 清水区富士見町８－１６

宇宙薬局 清水区村松原３－３－１１
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静岡県保健医療計画に記載する医療機関の変更について（訂正）

＜Ⅱ 脳卒中＞

（２）身体機能を回復させるリハビリテーション

脳卒中の「身体機能を回復させるリハビリテーション」を担う医療機関【追加】

掲載する医療機関については、以下の項目について全ての項目に対応可能の場合に掲載

動向 医療機関名 備考
静岡県立総合病院
静岡市立静岡病院
JA静岡厚生連静岡厚生病院
静岡赤十字病院
城⻄クリニック
静岡済生会総合病院
静岡市立清水病院

削除 静清リハビリテーション病院 継続
追加 静岡リハビリテーション病院 指定要件を満たしているため
追加 しずおか整形外科病院(旧：静岡リウマチ整形外科リハビリ病院) 指定要件を満たしているため
追加 静岡徳洲会病院 指定要件を満たしているため
追加 桜ヶ丘病院 指定要件を満たしているため

区分 医療機関に求められる事項
対応

（○・×）

身体機

能を回

復させ

るリハ

ビリテ

ーショ

ン

再発予防の治療（抗血小板療法、抗凝固療法等）、基礎疾患・危険因子の管理

及び抑うつ状態や認知症などの脳卒中後の様々な合併症への対応が可能
○

失語、高次脳機能障害（記憶障害、注意障害等）、嚥下障害、歩行障害などの

機能障害の改善及び ADL の向上を目的とした、理学療法、作業療法、言語聴覚

療法等のリハビリテーションが専門医療スタッフにより集中的に実施可能（次

の①又は②に該当）次の①、②の該当するものに＜○＞を対応欄に記入してくだ

さい。

○

① 回復期リハビリテーション病棟入院料届出医療機関 ○

② 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ届出医療機関 ○

合併症の中でも、特に誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実施する病院内

の歯科や歯科医療機関等を含め、多職種間で連携して対策を図っている
○

連携先

急性期の医療機関及び維持期・生活期の医療機関等と診療情報やリハビリテー

ションを含む治療計画を共有するなどして連携している
○

連携先
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在宅医療において積極的役割を担う医療機関について

１ 概要

令和５年度第３回静岡地域医療協議会において、静岡圏域は、下記のとおり、在宅医療

圏については「静岡市」、在宅医療に必要な連携を行う拠点については「静岡市静岡医師

会及び静岡市清水医師会」と設定された。

疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について（令和５年６月 29 日付け医政地

発 0629 第３号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）に基づき、「在宅医療圏」、「在宅

医療において必要な連携を担う拠点（以下「連携拠点」という。）」及び「在宅医療におい

て積極的役割を担う医療機関（以下「積極的医療機関という。）」を医療計画に位置付ける

必要がある。

「積極的医療機関」のうち、病院分については、以下のとおり位置付けることとしたい。

なお、診療所分については、本年秋以降に位置付ける方針である。

２ 在宅医療圏等の設定

※必ずしも単独の医療機関で①～⑤全ての機能を満たす必要はなく、在宅医療圏内の積極的な役割を

担う医療機関相互に連携・役割分担し、在宅医療圏を支える体制とすることも可能である

※積極的医療機関として計画に位置付けられた場合、直ちに全ての機能の充足を求めるものではない

※今後の状況変化等に応じ、地域医療協議会による審議を経て、見直しも可能である

協議事項 概 要 設 定

在宅医療圏

２次医療圏にこだわらず、できる限り急変時

の対応体制（重症例を除く）や医療と介護の

連携体制の構築が図られるよう、市町単位や

保健所圏域等の地域の医療及び介護資源の実

用に応じて弾力的に設定

静岡市

在宅医療に

必要な連携

を行う拠点

①医療、介護、障害福祉関係者による会議の開催

②地域の資源・サービス等を把握し、入退院から

看取りまでの医療を提供するための調整

③24時間体制構築や多職種による情報共有の支援

④在宅医療に関する人材育成

⑤地域住民への ACP 等の普及啓発

静岡市静岡医師会、

静岡市清水医師会

在宅医療に

おいて

積極的役割

を担う

医療機関等

①医師不在時等における患者の急変に対応す

るための診療の支援等

②在宅療養に移行する患者に必要な医療・介

護・障害サービスが確保できるように関係

機関への働きかけ

③地域医療研修（臨床研修制度）で在宅医療

の現場研修を受ける機会等の確保に努める

④感染症蔓延時や災害時における適切な医療

計画策定と他医療機関の計画策定支援

⑤地域包括支援センター等と協働で、サービ

スの適切な紹介、地域住民に対する情報提

供

（案）

①静岡県立総合病院

②静岡県立こども病院

③静岡市立静岡病院

④静岡市立清水病院

⑤静岡赤十字病院

⑥静岡済生会総合病院

⑦ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院

⑧ＪＡ静岡厚生連清水厚生病院

⑨独立行政法人地域医療機能推

進機構桜ヶ丘病院

⑩静岡徳洲会病院

⑪白萩病院

資料４
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病床機能再編支援事業費補助金の概要

１ 趣旨

令和２年度より厚生労働省が地域医療構想の実現を図る観点から、一般病床又は

療養病床を有する病院又は診療所が行う病床数の適正化に必要な病床削減に対して、

補助金を交付する財政支援制度を創設した。

令和３年度から、財源が国庫補助から地域医療介護総合確保基金へ変更となった。

(補助率 10/10）

２ 事業概要

３ 交付単価

４ スケジュール

区分 内容

支給対象

・平成 30 年度病床機能報告において、平成 30 年７月１日時点の病棟の

機能について、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能（以下「対

象３区分」という。）のいずれかの医療機能を選択した病棟の稼働病床

数を１床以上報告し、令和２年度以降に対象３区分のいずれかの病床

の削減を行う病院及び診療所の開設者又は開設者であったもの。

支給要件

・地域医療構想調整会議の議論の内容及び医療審議会の意見を踏まえ、

県が地域医療構想の実現に資すると認めたもの。

・病床削減後の対象３区分の許可病床数が、平成 30 年度病床機能報告時

における稼働病床数の 90％以下であること。

算定方法

・平成30年度病床機能報告において報告された稼働病床数又は令和２年

４月１日時点の稼働病床数のいずれか少ない方から一日平均実働病床

数までの間の削減について、病床稼働率に応じ、削減病床１床当たり

の額を支給。

・一日平均実働病床数以下まで削減する場合は、2,280 千円／床を支給。

・回復期機能及び介護医療院への転換病床数は除く。

・過去に本事業の支給対象となった病床数は除く。

・同一開設者の医療機関への融通病床数は除く。

病床稼働率 削減１床あたり単価 病床稼働率 削減１床あたり単価

50%未満 1,140 千円 70%以上 80%未満 1,824 千円

50%以上 60%未満 1,368 千円 80%以上 90%未満 2,052 千円

60%以上 70%未満 1,596 千円 90%以上 2,280 千円

区 分 内 容

～８月 地域医療構想調整会議にて協議

８月７日(水) 医療対策協議会にて報告

８月29日(木) 医療審議会にて報告

１月～ 国の交付決定があり次第、補助金交付

資料５
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病床機能再編支援補助金 病床削減計画

医療機関名：医療法人社団産声会庄司産婦人科

開 設 者：庄司 潔

所 在 地：静岡市清水区江尻東１－５－４

１ 概要

（１）削減病床数（稼働病床数→許可病床数）

16床 → １床（▲15 床、▲93.7％）

（２）見直し前

※1 平成 30 年度病床機能報告で報告した病床数と令和 2 年 4 月 1 日時点の病床数のいずれか少ない方を記載

※2 一般・療養病床の合計数と一致すること

（３）病床見直しの内容

※3 平成 30 年度病床機能報告で報告した病床数と令和 2 年 4 月 1 日時点の病床数のいずれか少ない方を記載

（４）変更日（見込み）

令和６年６月１日

許可病床数

※1

病床

種別

一般 療養 精神 結核 感染症 計

19 19

病床

機能別

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計※2

19 19

診療科目

稼働病床数

① ※3

病床

種別

一般 療養 計

16 16

病床機

能別

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計

16 16

削減病床数

②

病床

種別

一般 療養 計

15 15

病床

機能別

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計

15 15

見直し後の

許可病床数

（①－②）

病床

種別

一般 療養 計

１ １

病床

機能別

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

１ １

診療科目
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２ 病床数の見直しの必要性等について

【見直しを検討した経緯（削減病床数の考え方を含む）】

・市内の妊娠届の交付数は減少傾向にあり（静岡市調べ）、地域の中で当院が果たす役割

を検討してきた。

・当院においても、平成 25 年以降年間分娩件数は減少傾向にあり、10 年前と比べると４

割減となっている。（平成 25年の年間分娩数 329 件→令和５年の分件数 143 件）

・また、当院の医療スタッフの年齢構成や人員の確保状況を踏まえると、現状の医療体制

を確保していくのは困難である。

・今後の人口減少・医療需要の低下を考え、当院の果たしている急性期機能（産婦人科）

に関する役割を、近隣の市内総合病院や個人開業医（４件）と連携することで縮減し、

医療機能を集約化していくことが地域にとって必要だと考えた。

【削減病床数の考え方】

・静岡医療圏における医療需要の低下はすでに始まっている一方で、病床機能報告結果に

よると急性期機能は令和２年 2,067 床、令和 4年 1,825 床と、「2025 年の病床の必要量」

1,760 床と比較して過剰である。当院においても、許可病床数 19床に対して実働稼働病

床数は 16 床で、急性期機能 15床を削減するべきと考えた。

【その他】

・削減した急性期病床の 15床については、近隣の静岡市立清水病院、静岡済生会総合病院

（セミオープンシステム連携済み）個人開業医（４件）に紹介することをもって対応し

ており、問題ないと考える。
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病床の変更（減床）について

病院名 医療法人社団清明会 静岡富沢病院

開設許可年月日 平成 26 年 11 月 1 日

病床数
【療養病床】 【療養病床】

244 床 → 232 床

変更日 令和 ６年 ７月１日

病床変更の理由

・点滴患者の増加により、点滴準備室を設置

・日夜勤職員用の休憩室を確保

資料６
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病床の変更について

病院名 静清リハビリテーション病院

開設許可年月日 平成 17 年 3 月 1 日

病床数

【一般病床（回復期）】

90 床 → ０床

【療養病床（回復期）】

160 床 → 250 床

変更日 令和６年８月１日

病床変更の理由

一般病床としている２病棟合計 90床も、療養病床とし

ての必要施設は整っているため、療養病床に変更する。

資料７
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PDCA

2025

PDCA

資料８
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令和５年度病床機能報告の集計結果の状況（概要）

１ 病床機能報告制度（医療法第30条の13）

○病床機能報告制度は、医療介護総合確保推進法（平成26年6月成立）により改正された医

療法第30条の13に基づく制度である。（平成26年10月施行）

○医療機能の分化・連携の推進のため、県は毎年度医療機関からその有する病床において担っ

ている医療機能の現状等を病棟単位で報告を受ける。

○県には公表義務があり、県ホームページでの公表や、地域医療構想調整会議等での協議に活
用していく。

２ 令和５年度報告結果

（１）報告状況

（２）過去３年間の病床数の推移と地域医療構想における病床の必要量との比較

○全体

・令和５年度の最大使用病床数は28,038床であり、昨年度の28,329床から291床減少した。

○一般病床（高度急性期、急性期、回復期）

・高度急性期、急性期、回復期の割合は令和４年度病床機能報告と同様の傾向であった。

・2025年の必要病床数と比較した場合では、回復期が不足していることから、さらに回復期

への機能転換を進めていく。

○療養病床（慢性期）

・慢性期の割合は令和４年度病床機能報告と同様の傾向であった。

・2025年の病床必要量と比較して900床以上多い状態であるが、毎年順調に減少し続けてい

る。今後も介護医療院等への転換を推進し、乖離を解消していく。

（全県)

報告対象 Ｒ４ Ｒ５ 増減 備考

病院 １３９施設 １３９施設 ０ 報告率100%

診療所 １４３施設 １４３施設 ０ 報告率100%

合計 ２８２施設 ２８２施設 ０

（確定値）

資料９
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（３）構想区域別の病床の稼働状況と構成比 （単位：床）

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比
高度急性期 5,056 18% 4,865 17% 3,160 12% ▲ 191 ▲ 1,705
急性期 11,228 40% 11,238 40% 9,084 34% 10 ▲ 2,154
回復期 4,653 16% 4,577 16% 7,903 30% ▲ 76 3,326
慢性期 7,392 26% 7,358 26% 6,437 24% ▲ 34 ▲ 921

計 28,329 28,038 26,584 ▲ 291 ▲ 1,454
高度急性期 0 0% 0 0% 20 3% 0 20

急性期 254 33% 243 36% 186 28% ▲ 11 ▲ 57
回復期 169 22% 163 24% 271 41% ▲ 6 108
慢性期 337 44% 277 41% 182 28% ▲ 60 ▲ 95

計 760 683 659 ▲ 77 ▲ 24
高度急性期 17 2% 16 2% 84 8% ▲ 1 68

急性期 494 53% 486 52% 365 34% ▲ 8 ▲ 121
回復期 146 16% 145 16% 384 36% ▲ 1 239
慢性期 275 30% 282 30% 235 22% 7 ▲ 47

計 932 929 1,068 ▲ 3 139
高度急性期 719 12% 671 12% 609 12% ▲ 48 ▲ 62

急性期 2,563 44% 2,572 44% 1,588 32% 9 ▲ 984
回復期 910 16% 931 16% 1,572 32% 21 641
慢性期 1,670 28% 1,639 28% 1,160 24% ▲ 31 ▲ 479

計 5,862 5,813 4,929 ▲ 49 ▲ 884
高度急性期 254 11% 243 10% 208 8% ▲ 11 ▲ 35

急性期 1,063 45% 1,064 45% 867 33% 1 ▲ 197
回復期 517 22% 484 21% 859 33% ▲ 33 375
慢性期 545 23% 549 23% 676 26% 4 127

計 2,379 2,340 2,610 ▲ 39 270
高度急性期 1,552 27% 1,399 24% 773 15% ▲ 153 ▲ 626

急性期 1,825 32% 1,987 34% 1,760 34% 162 ▲ 227
回復期 843 15% 835 14% 1,370 26% ▲ 8 535
慢性期 1,539 27% 1,596 27% 1,299 25% 57 ▲ 297

計 5,759 5,817 5,202 58 ▲ 615
高度急性期 251 8% 198 6% 321 10% ▲ 53 123

急性期 1,761 56% 1,807 58% 1,133 35% 46 ▲ 674
回復期 466 15% 486 15% 1,054 32% 20 568
慢性期 677 21% 649 21% 738 23% ▲ 28 89

計 3,155 3,140 3,246 ▲ 15 106
高度急性期 384 14% 385 14% 256 9% 1 ▲ 129

急性期 974 35% 909 34% 1,081 38% ▲ 65 172
回復期 675 25% 653 24% 821 29% ▲ 22 168
慢性期 719 26% 724 27% 698 24% 5 ▲ 26

計 2,752 2,671 2,856 ▲ 81 185
高度急性期 1,879 28% 1,953 29% 889 15% 74 ▲ 1,064

急性期 2,294 34% 2,170 33% 2,104 35% ▲ 124 ▲ 66
回復期 927 14% 880 13% 1,572 26% ▲ 47 692
慢性期 1,630 24% 1,642 25% 1,449 24% 12 ▲ 193

計 6,730 6,645 6,014 ▲ 85 ▲ 631

病床機能報告 病床の必要量 比較

2022年（R4） 2023年（R5） 2025年構想区域 医療機能
2022⇔2023 2023⇔2025

県全体

賀茂

熱海伊東

駿東田方

富士

静岡

志太榛原

中東遠

西部
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（４）非稼働病床の状況

・令和５年度報告における非稼働病床数（2,888床）は、昨年度（2,741床）と比較して増加

している。

・今後、病棟ごとの状況についても調整会議で情報共有を図り、協議を促していく。

※非稼動病床：１年間入院実績のない病床
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参考：本県における介護医療院の開設状況（令和６年３月末現在）

・本県では令和６年３月末現在、31施設2,518床が開設している。

・転換元は、介護療養病床1,406床、医療療養病床480床、介護療養型老人保健施設（転換老健）

617床となっている。

介護医療院　有玉病院 Ⅰ型 H30. 6.1 介護療養病床 58床

介護医療院　西山ナーシング Ⅰ型 H30. 8.1 介護療養病床 164床

湖東ケアセンター Ⅰ型 H30. 9.1 介護療養型老人保健施設（転換老健） 60床

天竜すずかけ病院・介護医療院 Ⅱ型 H30.10.1 医療療養病床 55床

介護医療院浜北さくら台 Ⅰ型 H30.11.1 介護療養病床 54床

介護医療院　伊豆平和病院 Ⅱ型 H30.11.1
介護療養病床
医療療養病床

60床

介護医療院　袋井みつかわ病院 Ⅰ型 H31. 2.1
介護療養病床
医療療養病床

101床

介護医療院　有玉病院 Ⅰ型 H31. 4.1 医療療養病床 55床

和恵会医療院 Ⅱ型 H31. 4.1 介護療養型老人保健施設（転換老健） 80床

神山復生病院介護医療院 Ⅱ型 H31. 4.1 医療療養病床 40床

駿河西病院　介護医療院 Ⅰ型 R元. 6.1 医療療養病床 50床

掛川東病院　介護医療院 Ⅰ型 R元. 6.1 医療療養病床 50床

静岡広野病院　介護医療院 Ⅰ型 R元.10.1 介護療養病床 198床

東名裾野病院　介護医療院 Ⅰ型 R 2. 4.1 医療療養病床 48床

富士山麓病院　介護医療院 Ⅱ型 R 2. 4.1
介護療養病床
医療療養病床

158床

白梅豊岡病院　介護医療院 Ⅰ型 R 2. 4.1 介護療養病床 50床

掛川北病院　介護医療院 Ⅰ型 R 2. 4.1 介護療養病床 100床

湖東病院　介護医療院 Ｉ型 R 2. 4.1 介護療養病床 169床

西山病院　介護医療院 Ｉ型 R 2. 4.1 介護療養病床 113床

和恵会ケアセンター Ｉ型 R 2. 4.1 介護療養型老人保健施設（転換老健） 100床

浜名病院　介護医療院 Ｉ型 R 2. 8.1 介護療養病床 44床

伊豆慶友病院　介護医療院 Ｉ型 R 2. 8.1 医療療養病床 47床

伊豆慶友病院　介護医療院　(増設) Ｉ型 R 3. 5.1 介護療養型老人保健施設（転換老健） 57床

伊豆赤十字介護医療院 Ⅱ型 R 3. 5.1 介護療養型老人保健施設（転換老健） 96床

静岡瀬名病院　介護医療院 Ⅰ型 R 3. 6.1 介護療養病床 120床

下田温泉病院介護医療院 Ⅱ型 R 3.11.1 介護療養病床 60床

介護医療院新富士ケアセンター Ⅱ型 R 3.12.1 介護療養型老人保健施設（転換老健） 104床

介護医療院　あしたか Ⅱ型 R 4.4.1 （新規） 15床

遠江病院　介護医療院 Ⅱ型 R 4.4.1 介護療養病床 52床

介護医療院　誠和藤枝病院 Ⅰ型 R 5.11.1 医療療養病床 40床

山の上介護医療院 Ⅱ型 R6.2.1 介護療養型老人保健施設（転換老健） 120床

31施設 2,518 床
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計

所在市町 名　　称 人員基準 開設年月日 転換元 療養床数

（Ⅰ型：介護療養病床相当、Ⅱ型：老健施設相当以上）
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１ 基金の概要

２ 基金事業化に向けたスケジュール（予定）

３ 事業提案で留意いただきたい事項

※区分Ⅵ：勤務医の働き方改革については、対象医療機関に別途照会予定。

地域医療介護総合確保基金（医療分）

名 称 静岡県地域医療介護総合確保基金（H26年条例制定）

趣旨等

・団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、

在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率

的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包括ケアシステムの構築」が

急務の課題

⇒消費税増収分を活用した新たな財政支援制度として都道府県に基金設置

・都道府県計画を作成し、この計画に基づいて事業を実施

負担割合 国２／３、都道府県１／３（法定負担率） 区分Ⅰ-②は国10/10

国予算

（億円）

・1,553億円（公費ベース） → うち、医療分1,029億円(対前年比同額)

区分Ⅰ:200億円（±0）、区分Ⅰ-②：142億円（－53）

区分Ⅱ・Ⅳ:544億円（＋53）、区分Ⅵ:143億円（±0）

目 的

基金の目的（医療と介護の総合的な確保）や各区分の趣旨（Ⅰ：地域医療

構想の達成、Ⅱ：在宅医療の推進、Ⅳ：医療従事者の確保）につながる提案

をすること。

財 源
診療報酬や他の補助金等で措置されているものを基金事業の対象とするこ

とは不可であること。

公 共 性
個別の医療機関等の機能強化ではなく、全県や圏域・地域の医療ニーズを

捉えた、公共性の高い事業であること。

事業効果
事後評価の検証が必要とされることから、定量的な事業効果の測定ができ

る目標を設定すること

資料 10
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静岡地域医療協議会設置要綱

（設置）

第１条 静岡県保健医療計画（以下「計画」という。）に基づき、静岡圏域に静岡地域医療協議会（以下

「協議会」という。）を設置する。

（協議事項）

第２条 協議会は、計画に基づく医療供給体制の整備充実に関する必要な事項を協議する。

（委員）

第３条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、中部保健所長が委嘱する。

(1) 中部保健所長及び静岡市保健所長

(2) 市の保健衛生行政を代表する者

(3) 郡市医師会長、郡市歯科医師会長及び地域薬剤師会長

(4) 国立、公立、公的病院等の長

(5) 医療を受ける立場にある者

(6) その他関係機関若しくは団体の代表又はそれに準ずる者

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長）

第４条 協議会に会長を置き、前条第１項第１号の者のうちから、委員の互選により定める。

２ 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

（会議）

第５条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

２ 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

（部会）

第６条 協議会は必要に応じて、部会を置くことができる。

２ 部会に所属する委員は、会長が指名する。

３ 部会の議長となる部会長は、会長が指名する。

４ 部会は、会長が招集する。

５ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

（報告）

第７条 会長は、協議会及び部会を開催したときは、速やかに協議結果を静岡県健康福祉部長に報告する

ものとする。

（庶務）

第８条 協議会の庶務は、中部健康福祉センターにおいて処理する。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。

附則

この要綱は平成１７年４月１日から施行する。

この要綱は平成１９年４月１日から施行する。

この要綱は平成２２年４月１日から施行する。

この要綱は平成２３年７月２８日から施行する。

この要綱は令和５年４月１日から施行する。



静岡地域医療構想調整会議 設置要綱  

 

（設置）  

第１条  医療法（昭 和 23年 7月 30日法律第 205号）第 30条 の 14第１ 項に定める「協議

の場」として静岡地域医療構想調整会議（以下「調整会議」という。）を設置する。  
 

（所掌事務）  

第２条  調整会議の 所掌事務は次の とおりとする。  

(1) 地 域の病 院・有床診療所が担うべき 病床機能 に関する協議  

(2) 病 床機能 報告制度による情報等の共 有  

(3) 地域医療構想の推進に向けた取組（ 地域医療介護総 合確保基金事業等）に関す

る事項  

(4) その他、在宅医療を含む地域包括ケ アシステム、地 域医療構想の達成の推進に

関する協 議  
 

（委員）  

第３条  調整会議は 、静岡県中部保 健所長が委嘱する委員をもって構成する。  

２  調整会議に議長 を置き、委員の 互選によりこれを定める。  

３  議長は、調整会 議の会務を総理 する。  

４  議長は、あらか じめ副議 長を指名 することとし、必要に応じ て副議長 がその職

務を代行 する。  
 

（任期）  

第４条  調整会議の 委員の任 期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

２  補欠による委員 の任期は 、前任者の残任期間とする。  
 

（招集）  

第 ５条  調 整 会 議 は 議 長 が 招 集 する 。 た だ し、 設 置 後最 初 の 調 整会 議 は 、静 岡 県 中

部保健所 長が招集する。  
 

（議事）  

第６条  議長は会議 を主宰す る。  

２  議長は、必要と 認めると きは、関 係行政機関の職員その他適 当と認め る者の出

席を求め 、その説明又は意見を徴することができる。  

３  議長は、必要が あると認 めるとき は、特定の事項について、 関係のあ る委員の

みで開催 することができる。  
 

（庶務）  

第７条  調整会議の 庶務は、静岡県 中部保健所地域医療課において処理する。  
 

（その他）  

第８条  この要綱に 定めるもののほ か、必要な事項は別に定める。  
 

附則  

この要綱 は、平成 28年５月 25日から施行する。  


